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■ 従業員等の皆さまへのお知らせ

３月 16 日（木）以降に所得税の確定申告書または個人市・府民税の申告書を提出された場合は、

毎年、お勤め先へ提出いただく「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」の申告内容
に誤りがあると、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障がい者控除等の所得控除の適用が認められず、
年度途中において、所得税や個人市・府民税が増額となる場合があります。

前年中に、給与以外の収入（所得）があった場合で、ご自宅に納税通知書が届いた方は、他の収入（所得）に対する
税額について、給与から差し引かれる特別徴収税額とは別に、納付書等により直接納めていただく必要があります。
この場合は、第１期～第４期の４回払いとなりますので、各納期限までに金融機関・コンビニエンスストア等で納めてください。

●特別徴収に切替できます

納期限が到来していない税額については、お勤め先を通じて「特別徴収切替届出（依頼）書」を提出いただくことにより、お勤め
先の税額に合算して給与から差し引き（特別徴収）することができます。 大阪市 特別徴収切替 検索

●申告の際に選択できます

翌年度以降、所得税の確定申告の際に、確定申告書の第２表「住民税に関する事項」欄において、「給与から差し引き」を
選択していただくことにより、お勤め先の税額に合算して給与から差し引き（特別徴収）させていただくことができます。

前年中の所得金額が一定額以下であるなどの要件に該当し、失業や大幅な所得減少、災害などの特別な事情により
全額負担が困難と認められる場合に限り、申請期限までの申請により収入・資産状況等を審査のうえ、減額・免除される
ことがあります。詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。 大阪市 市民税 減免 検索

　大阪市内のすべての市税事務所、区役所・区役所出張所等で発行しています。
　令和５年度（令和４年分所得）の課税（所得）証明書の発行開始日は次のとおりです。
　●特別徴収の税額（給与から差し引かれる税額）のみの方・・・令和５年５月 22 日から発行します。
　（注）コンビニ交付サービスを利用される場合は、令和５年６月１日からの発行となります。
　●上記以外の方（納付書で納付する税額がある方など）･･･令和５年６月１日から発行します。

　従業員等の方が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等や在留期間満了等の退職により市外転出・出国（帰国）される
場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方（納税管理人）を定め、
大阪市へ申告・申請いただく必要があります。 大阪市 納税管理人の申告 検索

税額決定通知書の見方

所得控除（配偶者控除・扶養控除、障がい者控除など）について

ご自宅に納税通知書が届いた方へ

個人市・府民税の減額・免除について

課税（所得）証明書の発行について

市外転出・出国に伴う納税管理人の申告

大阪市 市民税 通知書類 検索
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申告内容が通知書に反映されていないことがあります。申告内容を反映のうえ、特別徴収税額に変更がある
場合には、後日、７月分（８月 10日納期限）以降の税額を変更して通知書をお送りします。
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⑤には寄附金税額控除額11,674円、
住宅借入金控除額97,050円が含まれます。

寄附金税額控除等の合計額


